
 許認可等の名称

根拠条例等・条項

 所    管    課 課

 審  査  基  準

  標準処理期間 標準処理期間

「申請に対する処分」基準等公開票（条例又は規則）

標準処理期間
を設定できな
い理由

介護保険給付額減額・免除申請

介護保険法施行令第３５条
介護保険法施行規則第１１３条
堺市介護保険施行規則第５１条

各区役所 地域福祉

10日

　要介護（要支援）被保険者は、給付額減額等の記載の消除を受けよう著
するときは、「堺市介護保険給付額減額免除申請書」により、申請するこ
とができる。
　堺市長は、上記の規定による申請の結果を「堺市介護保険給付額減額免
除申請結果通知書」により、申請者に通知するものとする。

対象者は、次の各号のいずれかに該当する者である。
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者
が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又
はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し
たこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院した
ことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入
が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著し
く減少したこと。
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入
が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類す
る理由により著しく減少したこと。
(5) 要介護被保険者等が被保護者であること。
(6) 要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けな
いとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。


